
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
九
十
一
号

国
際
通
貨
基
金
及
び
国
際
復
興
開
発
銀
行
へ
の
加

盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
国
際
通
貨
基
金
（
第
二
条
の
三

を
除
き
、
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
及
び
国
際
復
興

開
発
銀
行
（
以
下
「
銀
行
」
と
い
う
。
）
へ
加
盟
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
並
び
に
国
際
通
貨
基
金

協
定
及
び
国
際
復
興
開
発
銀
行
協
定
の
円
滑
な
履
行
を

確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
基
金
へ
の
出
資
額
）

第
二
条
　
政
府
は
、
基
金
に
対
し
、
国
際
通
貨
基
金
協
定

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
引
出
権
に
よ
る
四
百

六
十
二
億
三
千
八
十
万
特
別
引
出
権
に
相
当
す
る
金
額

の
範
囲
内
に
お
い
て
、
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
銀
行
へ
の
出
資
額
）

第
二
条
の
二
　
政
府
は
、
銀
行
に
対
し
、
こ
の
法
律
施
行

の
日
に
お
け
る
基
準
外
国
為
替
相
場
（
外
国
為
替
及
び

外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八

号
）
第
七
条
第
一
項
の
基
準
外
国
為
替
相
場
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
で
換
算
し
た
本
邦
通
貨
の
金
額
が
九
百

億
円
に
相
当
す
る
国
際
復
興
開
発
銀
行
協
定
第
二
条
第

二
項
（
ａ
）
に
規
定
す
る
合
衆
国
ド
ル
の
金
額
の
範
囲

内
に
お
い
て
、
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
額

の
ほ
か
、
政
府
は
、
銀
行
に
対
し
、
国
際
通
貨
基
金
及

び
国
際
復
興
開
発
銀
行
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
四
年
法

律
第
百
四
十
二
号
）
の
施
行
の
日
に
お
け
る
基
準
外
国

為
替
相
場
で
換
算
し
た
本
邦
通
貨
の
金
額
が
一
千
四
百

九
十
七
億
六
千
万
円
に
相
当
す
る
同
項
の
合
衆
国
ド
ル

の
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
出
資
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
金

額
の
ほ
か
、
政
府
は
、
銀
行
に
対
し
、
国
際
通
貨
基
金

及
び
国
際
復
興
開
発
銀
行
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法

律
第
百
四
十
号
）
の
施
行
の
日
に
お
け
る
基
準
外
国
為

替
相
場
で
換
算
し
た
本
邦
通
貨
の
金
額
が
三
百
八
十
三

億
七
千
六
百
万
円
に
相
当
す
る
第
一
項
の
合
衆
国
ド
ル

の
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
出
資
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

４
　
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
金

額
の
ほ
か
、
政
府
は
、
銀
行
に
対
し
、
国
際
通
貨
基
金

及
び
国
際
復
興
開
発
銀
行
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年

法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
の
日
に
お
け
る
基
準
外
国

為
替
相
場
で
換
算
し
た
本
邦
通
貨
の
金
額
が
九
百
一
億

四
千
四
百
万
円
に
相
当
す
る
第
一
項
の
合
衆
国
ド
ル
の

金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
出
資
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

５
　
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
金

額
の
ほ
か
、
政
府
は
、
銀
行
に
対
し
、
第
一
項
の
合
衆

国
ド
ル
に
よ
る
三
億
三
千
九
十
万
ド
ル
の
範
囲
内
に
お

い
て
、
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
金

額
の
ほ
か
、
政
府
は
、
銀
行
に
対
し
、
第
一
項
の
合
衆

国
ド
ル
に
よ
る
四
億
ド
ル
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
出
資

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
金

額
の
ほ
か
、
政
府
は
、
銀
行
に
対
し
、
第
一
項
の
合
衆

国
ド
ル
に
よ
る
十
六
億
六
千
六
百
七
十
万
ド
ル
の
範
囲

内
に
お
い
て
、
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
金

額
の
ほ
か
、
政
府
は
、
銀
行
に
対
し
、
第
一
項
の
合
衆

国
ド
ル
に
よ
る
六
億
六
千
二
百
四
十
万
ド
ル
の
範
囲
内

に
お
い
て
、
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

９
　
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
金

額
の
ほ
か
、
政
府
は
、
銀
行
に
対
し
、
第
一
項
の
合
衆

国
ド
ル
に
よ
る
十
一
億
七
千
九
百
六
十
万
ド
ル
の
範
囲

内
に
お
い
て
、
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

10
　
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
金

額
の
ほ
か
、
政
府
は
、
銀
行
に
対
し
、
第
一
項
の
合
衆

国
ド
ル
に
よ
る
四
十
一
億
一
千
四
百
四
十
万
ド
ル
の
範

囲
内
に
お
い
て
、
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

11
　
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
金

額
の
ほ
か
、
政
府
は
、
銀
行
に
対
し
、
第
一
項
の
合
衆

国
ド
ル
に
よ
る
三
十
三
億
二
千
三
百
万
ド
ル
の
範
囲
内

に
お
い
て
、
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

12
　
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
金

額
の
ほ
か
、
政
府
は
、
銀
行
に
対
し
、
第
一
項
の
合
衆

国
ド
ル
に
よ
る
三
十
八
億
四
千
四
百
四
十
万
ド
ル
の
範

囲
内
に
お
い
て
、
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

13
　
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
金

額
の
ほ
か
、
政
府
は
、
銀
行
に
対
し
、
第
一
項
の
合
衆

国
ド
ル
に
よ
る
三
十
四
億
四
千
四
百
十
万
ド
ル
の
範
囲

内
に
お
い
て
、
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
銀
行
へ
の
拠
出
）

第
二
条
の
三
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
出
資
す
る
こ
と
が
で

き
る
金
額
の
ほ
か
、
政
府
は
、
銀
行
に
対
し
、
予
算
で

定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
地
球
環
境
の
保
全

を
支
援
す
る
た
め
銀
行
に
設
け
ら
れ
る
基
金
及
び
銀
行

加
盟
国
の
復
興
又
は
開
発
を
支
援
す
る
た
め
銀
行
に
設

け
ら
れ
る
基
金
に
充
て
る
た
め
拠
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
出
資
の
方
法
）

第
三
条
　
政
府
は
、
基
金
に
対
し
て
は
、
外
国
為
替
資
金

特
別
会
計
の
負
担
に
お
い
て
特
別
引
出
権
（
国
際
通
貨

基
金
協
定
第
十
五
条
に
規
定
す
る
特
別
引
出
権
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
、
他
の
基
金
加
盟
国
通
貨
、
本
邦
通

貨
又
は
金
で
、
銀
行
に
対
し
て
は
、
一
般
会
計
の
負
担

に
お
い
て
金
又
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨
そ
の
他
の
外

国
通
貨
及
び
本
邦
通
貨
で
、
第
二
条
及
び
第
二
条
の
二

の
規
定
に
よ
る
出
資
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
国
際
通
貨
基
金
協
定
第
三
条
第
三
項
（
ｂ
）
の
規
定

に
よ
り
我
が
国
の
基
金
に
対
す
る
出
資
が
あ
つ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
出
資
は
、
外
国
為
替

資
金
特
別
会
計
の
負
担
に
お
い
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な

す
。

（
拠
出
の
方
法
）

第
四
条
　
政
府
は
、
銀
行
に
対
し
て
、
一
般
会
計
の
負
担

に
お
い
て
外
国
通
貨
又
は
本
邦
通
貨
で
、
第
二
条
の
三

の
規
定
に
よ
る
拠
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
証
券
に
よ
る
基
金
へ
の
出
資
）

第
五
条
　
政
府
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
金

に
出
資
す
る
本
邦
通
貨
に
代
え
て
、
そ
の
一
部
を
基
金

通
貨
代
用
証
券
（
国
際
通
貨
基
金
協
定
第
三
条
第
四
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
本
邦
通
貨
に
代
え
て
基
金
に
交
付

す
る
国
債
（
日
本
銀
行
が
買
い
取
つ
た
も
の
を
含
む
。
）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
す
る
た
め
、
政
府
は
、
外

国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
負
担
に
お
い
て
、
必
要
な
額

を
限
度
と
し
て
基
金
通
貨
代
用
証
券
を
発
行
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
基
金
通
貨
代
用
証
券

に
は
、
利
子
を
付
け
な
い
。

４
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
基
金
通
貨
代
用
証

券
は
、
第
七
条
第
一
項
の
命
令
に
従
い
買
い
取
る
場
合

を
除
く
外
、
何
人
も
、
基
金
か
ら
譲
り
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

５
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
基
金
通
貨
代
用
証

券
の
交
付
価
格
は
、
額
面
金
額
と
同
額
と
す
る
。

（
基
金
に
出
資
し
た
証
券
の
償
還
）

第
六
条
　
政
府
は
、
基
金
か
ら
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
基
金
に
出
資
し
た
基
金
通
貨
代
用
証
券
の
全
部
又
は

一
部
に
つ
き
償
還
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に

そ
の
償
還
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
金
に
出
資
し
た
証
券
の
買
取
り
）

第
七
条
　
政
府
は
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
金

に
出
資
し
た
基
金
通
貨
代
用
証
券
に
つ
き
償
還
の
請
求

を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
償
還
の
請
求
を
受
け

た
時
に
基
金
が
そ
の
一
般
会
計
の
一
般
資
金
勘
定
に
お

い
て
保
有
す
る
本
邦
通
貨
及
び
基
金
通
貨
代
用
証
券

（
償
還
の
請
求
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
の
額
の
合
計

額
が
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
金
に
出
資
し
た

本
邦
通
貨
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
金
に

出
資
し
た
基
金
通
貨
代
用
証
券
の
額
の
合
計
額
に
満
た

な
い
と
き
は
、
日
本
銀
行
に
対
し
、
そ
の
差
額
に
相
当

す
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
償
還
の
請
求
を

受
け
た
基
金
通
貨
代
用
証
券
の
全
部
又
は
一
部
を
基
金

か
ら
買
い
取
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
銀
行
が
買
い
取
つ
た
基
金

通
貨
代
用
証
券
（
こ
れ
を
借
り
換
え
た
も
の
を
含
む
。
）

を
償
還
す
る
た
め
、
政
府
は
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会

計
の
負
担
に
お
い
て
、
必
要
な
額
を
限
度
と
し
て
基
金

通
貨
代
用
証
券
を
発
行
し
、
日
本
銀
行
に
対
し
、
こ
れ

を
買
い
取
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
政
府
は
、
前
二
項
の
命
令
に
従
い
日
本
銀
行
が
買
い

取
つ
た
基
金
通
貨
代
用
証
券
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第

三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
銀
行
が
買
い
取
つ

た
日
か
ら
利
子
を
付
け
、
及
び
償
還
期
限
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
基
金
通
貨
代
用
証
券

の
償
還
期
限
及
び
利
率
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
日
本
銀
行
が
基
金
通
貨
代
用
証
券
を
買
い
取

つ
た
日
の
現
況
に
よ
る
他
の
国
債
の
発
行
条
件
に
準
じ

て
、
財
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
証
券
に
関
す
る
細
目
）

第
八
条
　
前
三
条
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
第
五
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
基
金
通
貨
代
用
証
券
（
前

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
銀
行
が
買

い
取
つ
た
も
の
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
財
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
適
用
）

第
九
条
　
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
基
金

通
貨
代
用
証
券
に
つ
い
て
は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第

一
項
及
び
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

（
国
債
に
よ
る
銀
行
へ
の
出
資
等
）

第
十
条
　
政
府
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
銀
行

に
出
資
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨
に
代
え
て
そ
の
一

部
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨
を
も
つ
て
表
示
す
る
国
債

で
、
本
邦
通
貨
に
代
え
て
そ
の
一
部
を
本
邦
通
貨
を
も

つ
て
表
示
す
る
国
債
で
、
そ
れ
ぞ
れ
出
資
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
す
る
た
め
、
政
府
は
、
必

要
な
額
を
限
度
と
し
て
国
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

1



３
　
第
五
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項

の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
国
債
に
つ
い
て
、
第
六
条
の

規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
銀
行
に
出
資
し
た
国

債
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
五
条
第
四
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
十
条
第
四
項
」
と
、
「
基
金
」
と
あ
る
の
は

「
銀
行
」
と
、
第
六
条
中
「
基
金
」
と
あ
る
の
は
「
銀

行
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
　
政
府
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
銀
行
に
出
資
し
た

国
債
に
つ
き
償
還
の
請
求
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、

緊
急
や
む
を
え
な
い
理
由
が
あ
る
た
め
又
は
償
還
財
源

に
不
足
が
あ
る
た
め
当
該
請
求
に
係
る
金
額
の
全
部
又

は
一
部
の
償
還
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

日
本
銀
行
に
対
し
、
政
府
が
償
還
を
行
な
う
こ
と
の
で

き
な
い
金
額
に
相
当
す
る
額
に
限
り
、
当
該
国
債
を
銀

行
か
ら
買
い
取
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
り
日
本
銀
行
が
買
い
取
つ
た
国
債
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
第

一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
条
第
四
項
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
　
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
発
行
す
る
国
債
（
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
日
本

銀
行
が
買
い
取
つ
た
も
の
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
財
務
大
臣
が
定
め
る
。

７
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
国
債
に
つ
い
て

は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
第
四
十
二
条
第
二
項
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
国
債
に
よ
る
銀
行
へ
の
拠
出
等
）

第
十
条
の
二
　
政
府
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
拠
出
す

る
外
国
通
貨
又
は
本
邦
通
貨
に
代
え
て
、
そ
の
全
部
又

は
一
部
を
国
債
で
拠
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
拠
出
す
る
た
め
、
政
府
は
、
必

要
な
額
を
限
度
と
し
て
国
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
前
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の

規
定
に
よ
り
発
行
す
る
国
債
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
出

資
し
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
拠
出
し
た
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

（
証
券
に
よ
る
本
邦
通
貨
の
取
得
等
）

第
十
条
の
三
　
政
府
は
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
負

担
に
お
い
て
、
基
金
通
貨
代
用
証
券
に
よ
り
基
金
の
保

有
す
る
本
邦
通
貨
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
本
邦
通
貨
を
取
得
し
た
場
合
に

お
い
て
、
第
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
第
四
項
及
び
第
十
三
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
日
本
銀
行
が
買
い

取
つ
た
基
金
通
貨
代
用
証
券
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
買
取
証
券
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
政
府
は
、

直
ち
に
当
該
取
得
の
た
め
基
金
に
引
き
渡
し
た
基
金
通

貨
代
用
証
券
の
額
（
そ
の
額
が
当
該
買
取
証
券
の
額
よ

り
多
い
と
き
は
、
当
該
買
取
証
券
の
額
）
に
相
当
す
る

額
の
当
該
買
取
証
券
の
償
還
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
本
邦
通
貨
を
取
得
す
る
た

め
、
政
府
は
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
負
担
に
お

い
て
、
必
要
な
額
を
限
度
と
し
て
基
金
通
貨
代
用
証
券

を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
五
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
八
条
及
び
第

九
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
基
金

通
貨
代
用
証
券
に
つ
い
て
、
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規

定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
取
得
の
た
め
基
金
に
引

き
渡
し
た
基
金
通
貨
代
用
証
券
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
中
「
前
三

条
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
条
の
三
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

（
基
金
と
の
取
引
等
）

第
十
一
条
　
財
務
大
臣
は
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の

負
担
に
お
い
て
、
基
金
と
の
間
に
次
に
掲
げ
る
取
引
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
本
邦
通
貨
に
よ
る
他
の
基
金
加
盟
国
通
貨
又
は
特

別
引
出
権
の
基
金
か
ら
の
買
入
れ

二
　
特
別
引
出
権
に
よ
る
他
の
基
金
加
盟
国
通
貨
の
基

金
か
ら
の
買
入
れ

三
　
他
の
基
金
加
盟
国
通
貨
に
よ
る
特
別
引
出
権
の
基

金
か
ら
の
買
入
れ

四
　
基
金
の
保
有
す
る
本
邦
通
貨
の
買
戻
し

五
　
そ
の
他
国
際
通
貨
基
金
協
定
に
基
づ
く
取
引

２
　
財
務
大
臣
は
、
前
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
基
金

に
対
し
、
国
際
通
貨
基
金
協
定
第
七
条
第
一
項
（
ｉ
）

に
規
定
す
る
貸
付
け
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
外
国
為
替

資
金
特
別
会
計
の
負
担
に
お
い
て
、
日
本
銀
行
に
対
し

当
該
貸
付
け
に
係
る
債
権
を
譲
り
渡
し
、
及
び
こ
れ
を

日
本
銀
行
か
ら
譲
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
日
本
銀
行
に
よ
る
基
金
貸
付
債
権
の
譲
受
け
等
）

第
十
二
条
　
日
本
銀
行
は
、
日
本
銀
行
法
（
平
成
九
年
法

律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
前
条
第
二
項
の
譲
渡
し
及
び
譲
受
け
に
係
る

取
引
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
証
券
に
よ
る
基
金
と
の
取
引
）

第
十
三
条
　
財
務
大
臣
は
、
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
買
入
れ
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
は
、
同
号
の

本
邦
通
貨
に
代
え
て
、
基
金
通
貨
代
用
証
券
に
よ
り
こ

れ
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
第
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

り
買
入
れ
を
行
な
つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
財
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
買
入
れ
を
行

な
つ
た
場
合
に
は
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
負
担

に
お
い
て
、
基
金
の
保
有
す
る
同
項
の
基
金
通
貨
代
用

証
券
の
買
い
も
ど
し
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
基
金
通
貨
代
用
証
券

の
買
い
も
ど
し
を
行
な
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
こ
れ

を
消
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
買
入
れ
を
行
な
う
た
め
、
政

府
は
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
負
担
に
お
い
て
、

基
金
通
貨
代
用
証
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
基
金
通
貨
代
用
証
券
を
発
行
す

る
こ
と
が
で
き
る
金
額
の

高
限
度
額
は
、
国
際
通
貨

基
金
協
定
の
規
定
に
基
づ
き
他
の
基
金
加
盟
国
通
貨
又

は
特
別
引
出
権
を
基
金
か
ら
買
い
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
金
額
を
買
入
れ
の
日
に
お
け
る
同
協
定
第
十
九
条
第

七
項
（
ａ
）
の
規
定
に
基
づ
く
交
換
比
率
で
換
算
し
た

本
邦
通
貨
の
金
額
と
す
る
。

７
　
第
五
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
八
条
及
び
第

九
条
の
規
定
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
基

金
通
貨
代
用
証
券
に
つ
い
て
、
第
六
条
及
び
第
七
条
の

規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
買
入
れ
の
た
め
基
金

に
引
き
渡
し
た
基
金
通
貨
代
用
証
券
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
四

項
中
「
第
七
条
第
一
項
の
命
令
に
従
い
買
い
取
る
場

合
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
七
条
第
一
項
の
命
令
に
従
い
買
い
取
る
場
合
及

び
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
買
い
も
ど
し
を
行

な
う
場
合
」
と
、
第
八
条
中
「
前
三
条
」
と
あ
る
の
は

「
第
十
三
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
寄
託
所
の
指
定
）

第
十
四
条
　
政
府
は
、
国
際
通
貨
基
金
協
定
第
十
三
条
第

二
項
並
び
に
国
際
復
興
開
発
銀
行
協
定
第
二
条
第
三
項

（
ｂ
）
並
び
に
第
五
条
第
十
一
項
（
ａ
）
及
び
第
十
二

項
の
規
定
に
従
い
、
基
金
及
び
銀
行
の
保
有
す
る
本
邦

通
貨
そ
の
他
の
資
産
の
寄
託
所
と
し
て
日
本
銀
行
を
指

定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
日
本
銀
行
は
、
日

本
銀
行
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
基
金
及
び
銀
行
の
保
有
す
る
当
該
資
産
の
寄
託
所

と
し
て
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
別
引
出
権
会
計
へ
の
参
加
）

第
十
五
条
　
政
府
は
、
国
際
通
貨
基
金
協
定
第
十
六
条
に

規
定
す
る
特
別
引
出
権
会
計
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
特
別
引
出
権
の
配
分
の
受
入
額
）

第
十
六
条
　
政
府
は
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
負
担

に
お
い
て
、
特
別
引
出
権
の
純
累
積
配
分
額
（
国
際
通

貨
基
金
協
定
第
三
十
条
（
ｅ
）
に
規
定
す
る
特
別
引
出

権
の
純
累
積
配
分
額
で
我
が
国
に
係
る
も
の
を
い
う
。

第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
基
金
に
対
す
る
出
資
額
（
同
協
定
第
三
条
第

三
項
（
ｂ
）
の
規
定
に
よ
り
我
が
国
の
基
金
に
対
す
る

出
資
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当

該
出
資
の
額
を
含
む
。
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
同

協
定
第
十
八
条
に
規
定
す
る
特
別
引
出
権
の
配
分
を
受

け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
政
府
は
、
国
際
通
貨
基
金
協
定
の
円
滑
な
履
行
を
確

保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の

規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計

の
負
担
に
お
い
て
、
特
別
引
出
権
の
配
分
を
受
け
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
参
加
国
等
と
の
特
別
引
出
権
に
係
る
取
引
等
）

第
十
七
条
　
財
務
大
臣
は
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の

負
担
に
お
い
て
、
国
際
通
貨
基
金
協
定
第
十
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
参
加
国
（
同
協
定
第
二
十
四
条
第
二
項

（
ａ
）
に
規
定
す
る
参
加
終
了
国
を
含
む
。
）
又
は
同
協

定
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
有
者
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
参
加
国
等
」
と
い
う
。
）
と
の
間
に
次

に
掲
げ
る
取
引
を
行
い
、
並
び
に
日
本
銀
行
に
対
し
特

別
引
出
権
を
譲
り
渡
し
、
及
び
こ
れ
を
日
本
銀
行
か
ら

譲
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
参
加
国
等
へ
の
通
貨
の
提
供
に
よ
る
特
別
引
出
権

の
取
得

二
　
参
加
国
等
か
ら
通
貨
を
取
得
す
る
た
め
の
特
別
引

出
権
の
使
用

三
　
そ
の
他
国
際
通
貨
基
金
協
定
に
基
づ
く
取
引

（
日
本
銀
行
に
よ
る
特
別
引
出
権
の
譲
受
け
等
）

第
十
八
条
　
日
本
銀
行
は
、
日
本
銀
行
法
第
四
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
の
譲
渡
し
及
び
譲

受
け
に
係
る
取
引
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
日
本
銀
行
が
前
項
の
取
引
に
よ
り
保
有
す
る
こ
と
が

で
き
る
特
別
引
出
権
の
額
は
、
財
務
大
臣
及
び
日
本
銀

行
の
保
有
す
る
特
別
引
出
権
の
合
計
額
か
ら
特
別
引
出

権
の
純
累
積
配
分
額
を
控
除
し
た
額
を
こ
え
な
い
範
囲

内
と
す
る
。

（
銀
行
の
理
事
の
任
命
）

第
十
九
条
　
国
際
復
興
開
発
銀
行
協
定
第
五
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
銀
行
の
理
事
の
任
命
は
、
内
閣
が
行
う
。

（
実
施
規
定
）

第
二
十
条
　
前
各
条
に
定
め
る
も
の
の
外
、
国
際
通
貨
基

金
協
定
及
び
国
際
復
興
開
発
銀
行
協
定
の
履
行
の
た
め

必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2



附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
七
月
三
一
日
法
律
第
二

七
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
四
年
四
月
一
七
日
法
律
第
一

四
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
五
月
一
一
日
法
律
第
一

二
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
八
月
一
六
日
法
律
第
一

四
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
四
月
三
〇
日
法
律
第
一

九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
国
際
通
貨
基
金
協
定
の
改
正
の
効
力

発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
四
月
一
七
日
法
律
第
二

二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
改
正
前
の
国
際
通
貨
基
金
及

び
国
際
復
興
開
発
銀
行
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
改
正
前
の
加
盟
措
置
法
」
と
い
う
。
）

の
規
定
に
よ
り
出
資
し
、
発
行
し
、
日
本
銀
行
が
買
い

取
り
、
又
は
基
金
に
引
き
渡
し
た
国
債
は
、
そ
れ
ぞ
れ

改
正
後
の
加
盟
措
置
法
の
相
当
規
定
に
よ
り
出
資
し
、

発
行
し
、
日
本
銀
行
が
買
い
取
り
、
又
は
基
金
に
引
き

渡
し
た
基
金
通
貨
代
用
証
券
又
は
国
債
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
五
月
二
九
日
法
律
第
四

一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
国
際
通
貨
基
金
協
定
の
第
二
次
改
正

の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
公
布
の

日
が
当
該
効
力
発
生
の
日
後
で
あ
る
と
き
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
国
際
通
貨
基
金
及
び
国
際
復
興
開
発
銀
行

へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正

後
の
加
盟
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
国
際
通
貨
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
に
対

す
る
出
資
額
は
、
改
正
前
の
国
際
通
貨
基
金
及
び
国
際

復
興
開
発
銀
行
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
改
正
前
の
加
盟
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
基
金
に
対
す
る
出
資
額
を
含
む
も
の
と

す
る
。

３
　
政
府
は
、
改
正
後
の
加
盟
措
置
法
第
二
条
の
規
定
に

よ
り
基
金
に
対
し
て
行
う
出
資
の
財
源
に
充
て
る
た

め
、
当
該
出
資
の
日
に
お
け
る
同
条
に
規
定
す
る
特
別

引
出
権
に
よ
る
百
十
四
万
七
千
五
百
特
別
引
出
権
に
相

当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
を
限
り
、
外
国
為
替
資
金
特

別
会
計
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
十

三
条
に
規
定
す
る
積
立
金
か
ら
外
国
為
替
資
金
に
組
み

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
六
月
六
日
法
律
第
六
三

号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
五
年
五
月
二
日
法
律
第
三
八

号
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
政
府
は
、
改
正
後
の
国
際
通
貨
基
金
及
び
国
際
復
興

開
発
銀
行
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
第
二

条
の
規
定
に
よ
り
国
際
通
貨
基
金
に
対
し
て
行
う
出
資

の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
当
該
出
資
の
日
に
お
け
る
同

条
に
規
定
す
る
特
別
引
出
権
に
よ
る
二
億
九
百
四
十
四

万
八
千
七
百
五
十
特
別
引
出
権
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨

の
金
額
を
限
り
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る

積
立
金
か
ら
外
国
為
替
資
金
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で

き
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
七
年
五
月
二
一
日
法
律
第
五

三
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
〇
月
一
四
日
法
律
第

六
三
号
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
政
府
は
、
改
正
後
の
国
際
通
貨
基
金
及
び
国
際
復
興

開
発
銀
行
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
第
二

条
の
規
定
に
よ
り
国
際
通
貨
基
金
に
対
し
て
行
う
出
資

の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
当
該
出
資
の
日
に
お
け
る
同

条
に
規
定
す
る
特
別
引
出
権
に
よ
る
四
億
三
千
八
百
三

万
七
千
特
別
引
出
権
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
を

限
り
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
五
十
六
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
積
立
金
か

ら
外
国
為
替
資
金
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
五
月
二
五
日
法
律
第
四

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
六
月
二
八
日
法
律
第
八

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
五
月
二
四
日
法
律
第
六

五
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
五

号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
四
月
二
六
日
法
律
第
四
一

号
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
政
府
は
、
改
正
後
の
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
国
際
通

貨
基
金
に
対
し
て
行
う
出
資
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、

当
該
出
資
の
日
に
お
け
る
同
条
に
規
定
す
る
特
別
引
出

権
に
よ
る
十
億
千
四
百
五
十
九
万
五
千
五
百
特
別
引
出

権
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
を
限
り
、
外
国
為
替

資
金
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
五
十
六

号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
積
立
金
か
ら
外
国
為
替
資

金
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
二
月
一
五
日
法
律
第
六
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
四

号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
五
月
二
三
日
法
律
第
五
九

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
一
八
日
法
律
第
八
九

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
九
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
及
び

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関

し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
四
月
九
日
法
律
第
三
八

号
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
政
府
は
、
改
正
後
の
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
国
際
通

貨
基
金
に
対
し
て
行
う
出
資
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、

当
該
出
資
の
日
に
お
け
る
同
条
に
規
定
す
る
特
別
引
出

権
に
よ
る
十
二
億
八
千
五
十
万
三
千
二
百
五
十
特
別
引

出
権
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
を
限
り
、
外
国
為

替
資
金
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
五
十
六

号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
積
立
金
か
ら
外
国
為
替
資

金
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第

一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）

は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二

十
四
条
第
二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び

第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
し
、
平
成
十
九
年
度
の
予
算
か
ら
適
用
す
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
百
九
十
二
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
第
六
十
五
条
ま

で
、
第
六
十
七
条
か
ら
第
二
百
五
十
九
条
ま
で
及
び
第

三
百
八
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置

は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一

六
号
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
政
府
は
、
改
正
後
の
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
国
際
通

貨
基
金
に
対
し
て
行
う
出
資
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、

当
該
出
資
の
日
に
お
け
る
同
条
に
規
定
す
る
特
別
引
出

権
に
よ
る
五
億
八
千
四
百
七
十
一
万
四
千
二
百
五
十
特

別
引
出
権
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
を
限
り
、
特

別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三

号
）
第
八
十
条
に
規
定
す
る
積
立
金
か
ら
外
国
為
替
資

金
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一

〇
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
一
月
二
二
日
法
律
第

七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
し
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
会
計
に
関

す
る
法
律
（
以
下
「
新
特
別
会
計
法
」
と
い
う
。
）
の

規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
度
の
予
算
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
三
〇
日
法
律
第
一

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
令
和
五
年
四
月
一
四
日
法
律
第
一
二

号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
四
月
一
七
日
法
律
第
一
六

号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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